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1 本報告書の要旨 

1.1 背景・⽬的 

本報告書は、令和 4（2022）年度⾰新的がん医療実⽤化研究事業（以下、「⾰新がん」）⼀次
公募採択研究開発課題「がんの本態解明から⾰新的な医療実⽤化に向けた⼀貫したマネジメント
スキームの確⽴研究」の令和 6（2024）年度の成果の⼀部として取りまとめた。 
我が国の研究⼒強化を図るため、将来科学技術・イノベーションを牽引していく若⼿研究者

を⽀援することが重要であり、若⼿研究者が研究に専念できる環境の整備を進めることやサポー
トを強化することが、⾮常に重要な課題となっている。 

本報告では、世界主要国における Funding Agencyや国⽴研究機関において、若⼿研究者が
研究代表者となる研究課題の⽀援状況を調査し、⽇本と⽐較することで、今後の⽇本における若
⼿研究者⽀援制度の改善に向けた提案を⾏い、若⼿研究者が活躍できる可能性の⾼い環境の構築
に寄与する。 

 

1.2 調査⽅法 

本調査は、TCP リサーチ株式会社の協⼒のもと、オープンデータ（各機関のホームページ、
各国規制当局のウェブサイトなど）より調査を⾏った。 

1.3 結果 

国際的にいずれも各国もしくは対象機関において、研究プロジェクトへの競争的資⾦制度によ
り、若⼿研究者への⽀援を⾏われている。医学研究に特化した機関は、世界保健機関（World 
Health Organization、WHO）の国際がん研究機関（International Agency for Research on 
Cancer、IARC）、シンガポールの国家医学研究会議（National Medical Research Council、
NMRC）と⽇本の国⽴研究開発法⼈⽇本医療研究開発機構（Japan Agency for Medical Research 
and Development、AMED）であり、これら以外は幅広い領域の研究を⽀援している。 

がん領域専⾨の研究機関として、アメリカの国⽴がん研究所（National Cancer Institute、
NCI）と WHO の IARC の 2 機関であり、いずれの機関でも、競争的資⾦制度（フェローシップ
制度を含む）を⽤いて若⼿研究者への⽀援を⾏っている。 
⽇本の主要な公的資⾦を提供している AMED、独⽴⾏政法⼈ ⽇本学術振興会（Japan Society 
for the Promotion of Science、JSPS）、国⽴研究開発法⼈ 科学技術振興機構（Japan Science 
and Technology Agency、JST）および厚⽣労働科学研究費補助⾦（厚労科研）の状況を検索
し、若⼿研究者への⽀援状況を整理した。⽇本と国際的な⽀援体制との⽐較を通じて、今後の⽇
本におけるがん研究⽀援の⽅向性について⽰唆が得られた。具体的には、国際的な事例を参考に
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し、がん研究分野における若⼿研究者⽀援を強化するための⽅策を促進し、より充実した⽀援環
境を提供し、⽇本のがん研究の発展を促進するための具体的なアプローチが明確になると期待さ
れる。 

2 ⽅法 

2.1 調査⽅法 

本調査は、TCP リサーチ株式会社の協⼒のもと、オープンデータ（各機関、規制当局のホーム
ページなど）より調査を⾏った。 

調査に際しては、まずオープン情報より、主要国における研究推進の取り組みを⾏っている研
究機関等の検索と抽出を⾏った。その後、抽出した研究機関の HP 等よりがん領域における研究
資⾦および若⼿研究者への⽀援状況を検索した。最後に、⽇本の公的資⾦を提供する主な研究機
関における若⼿研究者への⽀援の取り組を調査した。 

2.2 調査対象機関 

上記の調査⽅法により、表 1 で⽰した調査対象機関を絞った。中にはがん研究における若⼿研
究者への⽀援に取り組んでいる研究機関は、アメリカの NCI およびWHO の IARC となる。 

 
表 1：調査対象となる機関 

国・地域 機関 

WHO ・国際がん研究機関（International Agency for Research on Cancer, IARC） 

アメリカ 
・国⽴衛⽣研究所（National Institutes of Health, NIH）→ 国⽴がん研究所
（National Cancer Institute, NCI） 

イギリス 
・英国医学研究会議（Medical Research Council, MRC） 
・英国国⽴医療研究所（National Institute for Health and Care Research, 
NIHR） 

欧州 ・欧州研究評議会（European Research Council, ERC） 

フランス ・フランス国⽴研究機構（Agence Nationale de la Recherche, ANR） 

ドイツ ・ドイツ研究振興協会（Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG） 
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中国 
・中国国家⾃然科学基⾦委員会（National Natural Science Foundation of 
China, NSFC） 

シンガポール 
・シンガポール国家医学研究会議（National Medical Research Council, 
NMRC） 

⽇本 

・国⽴研究開発法⼈ ⽇本医療研究開発機構（Japan Agency for Medical 
Research and Development, AMED） 
・国⽴研究開発法⼈ 科学技術振興機構（Japan Science and Technology 
Agency, JST） 
・独⽴⾏政法⼈ ⽇本学術振興会（Japan Society for the Promotion of 
Science, JSPS） 
・厚⽣労働科学研究費補助⾦（Health Labour Sciences Research Grant, 厚労
科研） 

 

３ 結果 

本報告では、まず各機関の概要をまとめた集計情報を紹介し、その後がん領域に特化した研究
機関を説明し、最後に⽇本における主要機関の詳細について⽰す。 

3.１ 集計編：各国における FUNDING AGENCY の若⼿研究者向け⽀援 

いずれも各国もしくは対象地域において、研究プロジェクトへの競争的資⾦制度により、研究
者への⽀援を⾏っている。各国の Funding Agency の競争的資⾦制度のなかで、若⼿研究者を対
象とした助成⾦プログラムはそれぞれ以下の通り。 

 
□ 国際の IARC は、1965年に WHO のがんに特化した専⾨的な研究機関として、フランスの
リヨンに設⽴された。現在 27の国が加盟している。がん研究における国際協⼒を促進すること
を⽬的としており、学際的また国や組織をまたいで、がん研究の実施や⽀援を⾏っているのが特
徴であり、特に低所得国・中所得国の研究者や若⼿研究者に向けた⽀援を⾏っている。 
 
□ アメリカの NIH は、1930 年に設⽴された（前⾝は 1887年）⽶国保健福祉省（Department 
of Health and Human Services, HHS）の⼀部⾨となる機関である。⽶国における医学研究を総合
的に実施およびサポートしており、21 の研究所と 6 のセンターで構成されている。各研究所・
センターは、⾃らの研究を⾏う機能（Intramural Research）と外部の研究機関に研究費を助成す
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る機能（Extramural Research）を有している。NCI は、1937年に NIH内にあるがん専⾨の研究
機関として設⽴された。30 の部⾨、オフィスとセンターで構成されている。このうち、がん臨
床研究センター（Center for Cancer Research、CCR）、がん疫学・遺伝学部⾨（Division of 
Cancer Epidemiology and Genetics、DCEG）、がん治療センター（Center for Cancer 
Treatment、CCT）およびがん医療健康公平性センター（Center for Cancer Health Equity、
CCHE）の各機関で、主に若⼿研究者を中⼼にキャリアを開発するためのプログラムや資⾦援助
などが⾏われている。 
 
□ 欧州の ERC は、欧州連合によって設⽴された公的機関として、2007年に設⽴された。欧州
全体の研究プロジェクトに対して競争的に研究資⾦を提供する。助成⾦プログラムのなかで、
『Starting Grant』で若⼿研究者への⽀援を⾏っているとみられる。 
 
□ イギリスの MRC は、イギリス政府の英国研究・イノベーション機構（UK Research and 
Innovation、UKRI）の⼀機関として、1913 年に設⽴された。基礎的な⽣物学研究から臨床応⽤
に⾄るまで、多岐にわたる研究プロジェクトが対象としている。 

また、イギリスの NIHR は、イギリス政府の保健社会福祉省（Department of Health and 
Social Care、DHSC）から資⾦提供を受けて運営し、2006 年に設⽴された。英国国⺠保健サー
ビス（National Health Service、NHS）との連携のもと、医療研究全般で主に臨床研究と応⽤研
究に重点を置き、⽀援を⾏っており、MRC の活動を補完する働きも有する。 

 
□ フランスの ANR は、フランス国⽴研究機構として 2005年に設⽴した。公的な研究資⾦の
配分機関であり、⾼等教育・研究・イノベーション省（Ministry of Higher Education, Research 
and Innovation、MESRI）の監督下にある。フランス国内の研究プロジェクトをさまざまな研究
段階から⽀援し、国際的な競争⼒を強化するため、あらゆる分野（ライフサイエンス、環境科
学、⼈間社会科学、材料⼯学など）の研究者に競争的な研究資⾦の提供（公募により選ばれたプ
ロジェクトに資⾦を提供する）を⾏っている。また、国際的なパートナーシップを推進し、フラ
ンス国内の研究機関と海外の研究機関との協⼒関係を強化する⽀援も⾏っている。 
 
□ ドイツの DFGは、ドイツの州と国の予算で運営され、1951 年に設⽴された（前⾝は 1920
年設⽴）。ドイツ最⼤の研究への競争的資⾦（助成資⾦はドイツ連邦政府・州政府、EU、個⼈
寄付⾦から拠出）の運営機関であり、ドイツ国内のあらゆる分野の基礎研究から応⽤研究に⾄る
まで、幅広い研究への⽀援を⾏っている。研究者は応募に際して、DFGが設定する主題領域構
造（⼈⽂社会科学、⽣命科学、⾃然科学、⼯学の 4区分をさらに細分化した約 200 の領域）か
ら、応募する研究にあったものを選択したうえで、ボトムアップ⽅式で応募し、数段階の審査・
選別を経て、競争によって優れたプロジェクトに資⾦助成が⾏われる（平均助成率は 30％）。 
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□ 中国 NSFC は、1986 年 2⽉に中国国務院の認可で設⽴された。中国科学技術部の管理下で
アメリカ NSF の中国版として、中国の中で最⼤の基礎研究資⾦配分機関の 1つとして、基礎研
究の⽀援、優秀な研究者の育成、国際協⼒などのミッションのもと、研究資⾦の助成を⾏う機関
である。ただし、公開している情報が少ない。 
 
□ シンガポール NMRC は、1994 年にシンガポール保健省傘下に設⽴された。医学研究の発展
と進歩を管理する国家機関であり、医学研究者の研究プロジェクトにおける競争的資⾦制度や臨
床医科学者に対するキャリア⽀援などを⾏っている。NMRC の⽀援は、「Competitive Research 
Grants」「Talent Development」「Enablers＆Infrastructure」の⼤きく３つに分かれている。 
 
□ ⽇本の国内機関：AMED、JSPS、JST、厚労科研 

AMED は、2015年 4⽉に⽇本国内の医療分野の研究開発と環境整備の中核的な役割を担う機
関として設⽴された。⽂部科学省、厚⽣労働省、経済産業省および内閣府の管轄のもと、国内の
医療分野の研究開発の司令塔機能を担い、国内の研究者や研究機関に⽀援を⾏っている。AMED
は国が定めている「第 2期医療分野研究開発推進計画」に基づいて、モダリティを軸にした 6つ
の統合プロジェクト（医薬品プロジェクト、医療機器・ヘルスケアプロジェクト、再⽣・細胞医
療・遺伝⼦治療プロジェクト、ゲノム・データ基盤プロジェクト、疾患基礎研究プロジェクト、
シーズ開発・研究基盤プロジェクト）を中⼼に研究開発を推進しており、各分野の研究者・研究
機関（⼤学、病院、企業）を対象にした競争的資⾦の提供を⾏っている。 

 
JSPS は、2003 年 10⽉に⽂部科学省所管の機関として設⽴された（前⾝は 1932 年に創設）。

学術研究の助成、研究者の養成のための資⾦の⽀給、学術に関する国際交流の促進およびその他
学術の振興に関する事業を⾏うことは主旨である。JSPS は競争的研究費（競争的資⾦制度）と
して、「科学研究費助成事業（科研費）」制度により、⼈⽂学、社会科学から⾃然科学までのす
べての分野における基礎から応⽤までの学術研究に対して、助成⾦を提供している。 

 
 JST は、1996 年 10⽉に⽇本科学技術情報センター（JICST）と新技術事業団（JRDC）の 2
つの機関が合併し、科学技術振興事業団（JST）として設⽴された。⽂部科学省所管の機関であ
り、2015年 4⽉に現在の国⽴研究開発法⼈科学技術振興の名称となった。国内の科学技術・イ
ノベーション政策推進の中核的な役割を担っており、研究開発プロジェクトへのファンディング
機能、科学技術に対する社会への理解増進を深める機能および研究開発に関する調査分析などを
⾏うシンクタンク機能の 3つを柱として、研究開発⼒の強化に取り組んでいる。 
 
 厚労科研は、厚⽣労働科学研究（社会的なニーズや⾏政的な⽬的を持った課題や関連分野に応
じた研究）を⾏う⼤学や国⽴・⺠間の試験研究機関に所属する研究者を交付対象とする競争的な
補助⾦制度であり、交付されるには各研究に対する公募課題に応募し、採択される必要がある。
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研究分野は「⾏政政策研究分野」「疾病・障害対策研究分野」「健康安全確保総合研究分野」の
3分野にわかれ、医療分野の課題は主に「疾病・障害対策研究分野」のもと、⼀般公募されてい
る。 
 
それぞれにおける若⼿研究者の定義および若⼿研究者向け助成⾦プログラムの詳細は、表 2 お

よび表 3 で⽰している。 
表 2：海外における若⼿研究者の定義および若⼿研究者向け助成⾦プログラム 

機関名 若⼿研究者の定義 

（年齢、経験年数） 
若⼿研究者向け助成⾦プログラム 

国際

（WHO） 

IARC 

・IARC Postdoctoral Fellowships 

（フェローシップ） 

（低・中所得国の研究者で）博⼠号取

得後 5 年未満  

・主に低、中所得国の若⼿研究者の⽀援を⽬的としたフェロ

ーシップ制度（IARC 内での研究を⽀援）として、『IARC 

Postdoctoral Fellowships』を有する 

アメリカ NIH 

（がん領域：

NCI） 

・Early Stage Investigator（ESI） 

過去 10 年以内に最終研究学位

（terminal research degree）または⼤

学院臨床研修（post-graduate clinical 

training）を完了（遅い⽅が基準）し

ているキャリアの浅い研究者  

・助成⾦プログラムのなかで、Career Development Awards

（K）、Research Training（T）、Fellowships（F）が主に若

⼿研究者向けの⽀援 

・Research Grants（R）のなかの最も代表的な助成⾦プログ

ラムである R01（相当）で ESI の申請を援助の優先対象とし

ている 

欧州 

ERC 
・Starting Grant の対象 

博⼠号取得後 2〜7 年の研究者  

・Starting Grant 

博⼠号取得後 2〜7 年以内の若⼿研究者対象の助成⾦プログラ

ムであり、あらゆる研究分野で申請が可能 

イギリス

MRC 
・New Investigator Research Grant 

年齢や博⼠研究員の経験年数などの規

定はなし  

・助成⾦プログラムのなかで、New Investigator Research 

Grant（キャリアの初期段階の研究者の独⽴を⽀援）で若⼿研

究者向けに⽀援 

・主に奨学⾦（Studentships）や新規研究者への研究助成⾦

（New investigator research grant）およびキャリア開発のた

めのフェローシップ資⾦（Fellowship）の助成がある 

イギリス

NIHR 

・特に年齢などの定義は確認できず 

 

・NIHR アカデミーが担当 

・博⼠課程前の修⼠学⽣の研究キャリアを向上させるための

⽀援、博⼠号取得のための⽀援、博⼠号取得後のキャリア開

発のサポート、修⼠学⽣の研究のための資⾦援助、初期から

中期の研究者のインターンシップを受け⼊れるための資⾦援

助などを⾏っている 
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フランス

ANR 

・Projet Jeune chercheur ‒ jeune 

chercheuse（JCJC）の応募対象 

原則 10 年以内に博⼠論⽂を提出した

（または国際博⼠号基準に対応する卒

業証書や資格を取得した）研究者 

・若⼿研究者を対象とした⼀般公募の⽀援制度として、

「Projet Jeune chercheur ‒ jeune chercheuse（JCJC）」があ

り、才能ある若⼿研究者の発掘や育成を⽬的としている 

 

ドイツ 

DFG 

・Emmy Noether Programme 

（研究キャリア⽀援のための資⾦提供

プログラム） 

2〜4年のポスドク経験者（医師免許

取得者は最⻑ 6年） 

 

・若⼿研究者の育成に注⼒しており、若⼿研究者に特化した

プログラムを有する 

・博⼠課程は、若⼿研究者の育成を⽬的とした⼤学のプログ

ラムに資⾦援助が⾏われるほか、DFG が資⾦援助を⾏う研究

プロジェクトに参加し、博⼠号取得が⽬指せる 

・博⼠号取得後は、ポスドク対象の研究プロジェクトに対す

る資⾦提供プログラムを有する 

中国 

NSFC 

・Excellent Young Scientists Fund 

男性は 38 歳未満、⼥性は 40歳未満の

上級専⾨職、博⼠号を取得している研

究者 

・National Science Fund for 

Distinguished Young Scholars 

男性は 45歳未満、⼥性は 48 歳未満の

上級専⾨職、博⼠号を取得している研

究者 

・Research Fund for International 

Scientists の対象（⼀部） 

-The Research Fund for International 

Young Scientists (RFIS-I) 

⇒過去 6年以内に博⼠号を取得 

-The Research Fund for International 

Excellent Young Scientists (RFIS-II) 

⇒過去 15 年以内に博⼠号を取得 

・Excellent Young Scientists Fund 

基礎研究で優れた業績を挙げた若⼿研究者が専⾨分野で⾰新

的な研究を実施できるよう⽀援 

・National Science Fund for Distinguished Young Scholars 

基礎研究で優れた業績を挙げた若⼿研究者が⾃ら研究の⽅向

性を選択し、独創的な研究を⾏えるよう⽀援 

・Research Fund for International Scientists 

外国籍の若⼿研究者などが中国で基礎研究を⾏うための⽀援 

 

 

シンガポール 

NMRC 

・Open Fund - Young Individual 

Research Grant（OF-YIRG） 

（Competitive Research Grants） 

過去 7 年以内に博⼠号取得もしくは

10 年以内に MBBS/MD/BDS を取得

（いずれか遅いほう） 

・シンガポールで最低 9か⽉間の勤務経験がある若⼿研究者

を対象に、初めての独⽴した研究プロジェクトへの資⾦援助

を⾏う『Open Fund - Young Individual Research Grant（OF-

YIRG）』を有する 

・このほか、若⼿臨床医科学者を対象としたキャリア⽀援の

ための助成⾦プログラムがある 
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表 3：⽇本国内における若⼿研究者の定義および若⼿研究者向け助成⾦プログラム 
機関名 若⼿研究者の定義 

（年齢、経験年数） 
若⼿研究者向け助成⾦プログラム 

AMED ・若⼿研究者 

43 歳未満または博⼠号取得後 10 年

未満の研究者  

・アカデミア、企業のニーズの⾼い創薬関連分野での取り組

みを進めるための若⼿研究者への研究奨励⾦制度 

・次世代を担う⽇本の若⼿研究者が世界各国の若⼿研究者と

ネットワークを構築して、国際的かつ学際的な視点から医療

分野の研究開発における⾰新的新規シーズを創⽣することを

⽬的とした⽀援プログラム 

JSPS ・若⼿研究（科学研究費助成事業） 

博⼠の学位取得後 8年未満 

・特別研究員-PD（研究者養成事

業） 

博⼠の学位取得後 5 年未満  

・競争的資⾦制度「科学研究費助成事業（科研費）」のなか

で、若⼿研究者向けの⽀援制度がある（『若⼿研究』『研究

活動スタート⽀援』） 

・このほか、若⼿研究者の育成や養成を⽬的に、海外研究者

との共同研究を⽀援する「国際共同研究事業」や研究⽣活の

初期を⽀援する「特別研究員」制度などを有する 

JST ・ACT-X（戦略的創造研究推進事

業） 

博⼠学位取得後 8年未満（未取得の

場合は学⼠学位取得後 13年未満） 

・創発的研究⽀援事業 

博⼠号取得後 15 年以内  

・競争的資⾦制度「戦略的創造研究推進事業」のなかで、

『さきがけ』『ACT-X』が若⼿研究者を対象としている 

・同じく競争的資⾦制度で、独⽴した若⼿研究者を⽀援する

「創発的研究⽀援事業」、博⼠後期課程学⽣の⽀援を対象に

所属する⼤学を⽀援する研究プログラムやフェローシップ事

業を有する 

厚労科研 ・若⼿育成型（公募課題） 

満 39 歳以下（ほとんどは採択条件の

1つに、若⼿研究者を研究班に参画さ

せるよう、努めることが記載されてい

るが、適⽤される課題がない）  

・公募課題のなかで若⼿育成型を設定される制度があるが、

上記の通り、ほとんど適⽤されていない（令和 6年度は医療

分野以外で 1 課題のみ） 

・厚労科研の研究課題を⾏う若⼿研究者に対し、研究に⽀障

がない程度（エフォートの 20％が上限）に、他の⾃発的な研

究課題への実施を許諾する制度を有する 

 

3.2 がん領域専⾨の研究機関における若⼿研究者向け⽀援状況 

国際的に、がん領域専⾨の研究機関は、WHO の IARC とアメリカの NCI となる。 

3.2.1 WHO の IARC における取り組み 

IARC はがん研究における国際協⼒を促進することを⽬的としており、学際的また国や組織を
またいで、がん研究の実施や⽀援を⾏っているのが特徴であり、特に低所得国・中所得国の研究
者に向けた⽀援を⾏っている。がん研究における⼈材育成に注⼒しており、そのトレーニングや
能⼒開発を担う組織として、LCB（Learning and Capacity-Building Branch）を設置している。 



9 

 

１．若⼿研究者の助成⾦プログラム（表 4） 
フェローシップ制度の中で、主に低・中所得国のポスドクなどを対象としたポスドク向けの

『IARC Postdoctoral Fellowships』がある。 
 

表 4：IARC における若⼿研究者向け助成⾦プログラム 
事業名 概要 

IARC Mid-
Career Visiting 
Scientist Award 

1) 

・低・中所得国の経験豊富な中堅研究者に、IARC で最⼤ 12 か⽉間、機関の
プログラムや中期戦略に関連する研究分野に参加するための⽀援を⾏うフェロ
ーシップ 
（対象者）低・中所得国の研究者で博⼠号取得後 5〜15 年未満（病気や妊娠

などの理由による⾮就業期間は除く） 
（⽀援内容）2,820 ユーロ（⽉額）、渡航費 
（⽀援期間）最⼤ 12 か⽉ 

IARC 
Postdoctoral 
Fellowships 2) 

・ポスドク向けに、IARC で 2 年間滞在するための⽀援を⾏うフェローシッ
プ 
（対象者）低・中所得国の研究者で博⼠号取得後 5 年以内（またはフェロー

シップ開始までに取得） 
（⽀援内容）2,820 ユーロ（⽉額）、渡航費、その他⼿当、帰国助成⾦（⺟

国で研究活動を開始するための⽀援⾦） 
（⽀援期間）2 年 

 
2．若⼿研究者向けてのその他の⽀援 

IARC の学⽣とポスドクで構成された若⼿研究者の団体として、若⼿研究者会（Early Career 
Scientist Association、 ECSA）を設置している。ECSA は、若⼿研究者の公平性や福利、アドボ
カシー、キャリア開発、ネットワーキングを促進することを⽬的としており、LCB（Learning and 
Capacity-Building Branch）との連携により活動を⾏っているほか、交流イベントを通じて、若⼿
研究者、LCB、IARC間の定期的な対話をうながしている。 
 

3.2.2 アメリカの NCI における取り組み 

1．NCI は NIH内にあるがん専⾨の機関であり、その中の CCR、DCEG、CCT と CCHE は、主
に若⼿研究者を中⼼にキャリアを開発するための援助などが⾏われている（表 5）。 
 
2．がん研修（トレーニング）のための資⾦援助については、各キャリアステージで、前述した資
⾦援助プログラムの種類にあわせて、図 1 のような資⾦援助の機会を設けている（各プログラム
の概要は表 6〜8 を参照）。 
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3．NCI が⾏う主な若⼿研究者向け助成⾦プログラム（表 6、表 7、表 8） 
 

表 5：NCI の CCR、DCEG、CCT と CCHE における概要 
部⾨ 概要 若⼿研究者への⽀援 

CCR（Center for 
Cancer Research） 

NCI で最⼤の部⾨であり、ワシントン
DC 郊外の 2 つのキャンパスに約 250 の
基礎研究グループと臨床研究グループを
擁する、最先端のがんおよび
HIV/AIDS 研究に取り組む優れた科学
者および臨床医グループの拠点、 
個々の遺伝⼦およびたんぱく質の構造の
視覚化と理解、新薬発⾒のための新しい
⽅法の開発から、⽣物医学的デバイスお
よび技術の発明、NIH 臨床センターで
の患者治療の⾰新的な⽅法の創出まで、
幅広い⽣物学および⽣物医学の問題に取
り組む 

次世代の多様ながん研究者の
キャリアを開発するためのト
レーニングとサポートによる
⽀援を実施。メリーランド州
郊外の 3つのキャンパスで、
インターンシップ⽣、学⽣か
ら博⼠研究員まで、基礎研
究、トランスレーショナルリ
サーチ、臨床研究における研
修機会を提供する  

DCEG （Division of 
Cancer Epidemiology 
and Genetics） 

がん疫学および遺伝学部⾨の研究拠点。
がんの遺伝的および環境的要因を発⾒す
るために、国内外で集団ベースおよび学
際的な研究に取り組む 

次世代のがん研究者を育成す
るべく、世界トップクラスの
専⾨的な指導（トレーニン
グ）が受けられるなどのメリ
ットを有するフェローシップ
プログラムやインターンシッ
プ制度を提供する 

CCT（Center for 
Cancer Training） 
 

NCI におけるがん研究者への研修およ
びキャリア開発活動を⽀援するべく、資
⾦の提供や研修プログラムを管理する 

学⽣から科学者、臨床医、医
療専⾨家まで、さまざまなキ
ャリア段階にある個⼈を対象
に、幅広い分野の研修やキャ
リア開発の⽀援を⾏う 

CCHE  
(NCI Center for 

Cancer Health 
Equity) 
*CCH は CRCHD

より改称 

がんによる健康格差の解消のための基礎
研究、臨床研究、トランスレーショナル
研究および集団ベースの研究にわたる包
括的な研究の推進、多様性のある研究者
等の育成、コミュニティの関与の強化に
取り組み、健康の平等の実現を⽬指す 

iCURE(Intramural Continuing 
Umbrella of Research 
Experiences）により、多様な
背景を有する（様々な理由で
過⼩評価されている）学⽣や
研究員を対象に、指導付き研
究を⾏える⽀援を実施 3) 
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図 1：NCI のがん研修のための資⾦援助の機会 

 

※注：NIHホームページ内（https://www.cancer.gov/grants-training/training/funding）の図より作成 

 
 

表 6：NCI における博⼠課程前やその他⼆重学位フェローなどを対象としたプログラム 4)~6)  
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表 7：NCI における博⼠課程前フェロー、終⾝在職権のない若⼿教員等を対象としたプログラム
7)~10) 

 

 

 

表 8：NCI におけるポスドクや確⽴された研究者を対象としたプログラム 11)~14) 
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3.3 ⽇本の主要な研究機関における若⼿研究者向けの⽀援状況 

⽇本の主要な公的資⾦を提供している AMED、JSPS、JST および厚労科研の状況を紹介する。 

3.3.1 AMED における取り組み 

AMED は、全体的ながん研究者への⽀援事業の中に、若⼿研究者を対象とした若⼿育成枠
（次世代 PI（Principal Investigator）育成枠）を特別に設け、積極的な応募を推進している（表
9）。 

表 9：AMED における若⼿研究者向け助成⾦プログラム 
分野 がん領域の若⼿研究者への⽀援を⾏っている事業 

・医薬品プロジェクト 15) 次世代がん医療加速化研究事業（P-PROMOTE）の若⼿育成枠 

「第 4期がん対策推進基本計画」並びに「がん研究 10 か年戦略
（第 5次）」に基づくがん研究の基本⽅針をもとに、基礎研究から
実⽤化に向けた研究までを⼀体的に推進し、次世代のがん治療・診
断法の迅速な社会実装に向けた研究開発の加速・展開を図るため、
公募による資⾦助成を⾏っている。また、公募は各研究領域のなか
で、応⽤研究フェーズと探索研究フェーズにわけて募集しており、
このうち探索研究フェーズで若⼿育成枠（次世代 PI育成枠）を設け
て、若⼿研究者への積極的な応募を推進している 
（対象者）満 43 歳未満、⼜は博⼠取得後 10 年未満 
（⽀援内容）1課題あたり年間 500万円上限（間接経費は別途） 
（⽀援期間）2〜3年、進捗・評価によっては最⻑ 2 年の延⻑も可
能な場合あり 
  

・医薬品プロジェクト 
・医療機器・ヘルスケア
プロジェクト 
・再⽣・細胞医療・遺伝
⼦治療 
プロジェクト 

・ゲノム・データ基盤プ
ロジェクト 
・疾患基礎研究プロジェ
クト 16) 

⾰新的がん医療実⽤化研究事業の若⼿育成枠 

基礎領域の研究成果を確実に医療現場に届けるため、⾮臨床領域の
後半から臨床領域を中⼼に、予防・早期発⾒、診断・治療等、がん
医療の実⽤化をめざした研究を推進し、公募による資⾦助成を⾏っ
ている。また、公募の⼀部に、若⼿育成枠（次世代 PI育成枠）を設
けて、若⼿研究者への積極的な応募を推進している 
（対象者）満 43 歳未満、または博⼠取得後 10 年未満 
（⽀援内容）1課題あたり年間 1,000万円上限（間接経費は別途） 
（⽀援期間）2〜3年、進捗・評価によっては最⻑ 2 年間の延⻑も
可能な場合あり  
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3.3.2 JSPS における取り組み 

JSPS は、科学研究費助成事業での若⼿研究者を対象とした⽀援制度の公募に、がん領域の若
⼿研究者が申請し、選定された場合に助成⾦が受けられる。具体的には、若⼿研究者向けの助成
事業、養成事業および博⼠後期課程学⽣育成事業がある（表 10、表 11、表 13）。 

表 10：JSPS における若⼿研究者向け助成事業 
事業名 若⼿研究者を対象とした事業 

科学研究費助成事業 17),18) ⼈⽂学、社会科学から⾃然科学までのすべての分野における基礎か
ら応⽤までの学術研究に対して、助成⾦を提供 
若⼿研究 
博⼠の学位取得後 8 年未満の研究者が 1⼈で⾏う研究 
（対象者）各年度の 4⽉ 1⽇現在で博⼠の学位取得後 8 年未満の研

究者など（産前産後の休暇、未就学児の養育期間は除く） 
（⽀援内容）研究経費 500万円以下 
（⽀援期間）2〜5 年 

研究活動スタート⽀援 
研究機関に採⽤されたばかりの研究者や育児休業などの取得または
未就学児の養育から復帰する研究者などが 1⼈で⾏う研究 
（対象者）前年の公募時期以降に応募資格を付与された研究者など 
（⽀援内容）研究経費 300万円以下（※研究期間が 1 年の場合の
応募総額は 150万円以下） 
（⽀援期間）1〜2 年  

国際共同研究事業 19) 学術研究活動のグローバルな展開に対応するため、海外の学術振興
機関との連携のもと、国内の⼤学などの優れた研究者が海外の研究
者と協⼒して⾏う共同研究を推進するとともに、若⼿研究者の研鑽
機会の充実を通じた育成を⽬的とした事業 
（対象者）科学研究費補助⾦取扱規程第 2条に規定される研究機関
に所属し、申請⽇時点で科学研究費助成事業の応募資格有 
（⽀援内容）1課題あたり年間 1,000万円以内；業務委託⼿数料：研
究経費の 10％ 
（⽀援期間）2〜5 年 

⼆国間交流事業 
（共同研究、セミナー） 
20) 
 

個々の研究者交流を発展させた⼆国間の研究チームのネットワーク
形成を⽬指し、国内の⼤学などの優れた研究者（若⼿研究者を含
む）が相⼿国の研究者と協⼒して⾏う共同研究・セミナーの実施経
費を⽀援 
（対象者）科学研究費補助⾦取扱規程第 2条に規定される研究機関

に所属し、申請⽇時点で科学研究費助成事業の応募資格有 
（⽀援内容）共同研究・セミナー実施のための旅費、およびその他

の交流経費 
（⽀援期間）共同研究は 1 年以上 3年以内、セミナーは 1週間以内 
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表 11：JSPS における若⼿研究者養成事業 
事業名 若⼿研究者を対象とした事業 

特別研究員 21),22) 特別研究員ｰ PD 
国内の優れた若⼿研究者の研究⽣活の初期において、⾃由な発想のもとに主
体的に研究課題などを選びながら研究に専念する機会を提供し、国内の学術
研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の育成に寄与することが⽬的 
（対象者）博⼠の学位取得後 5 年未満、博⼠の学位を取得した研究機関以外
の研究機関を選定する 
（⽀援内容）研究奨励⾦ ⽉額 362,000円、科学研究費助成事業（特別研究
員奨励費） 
（⽀援期間）3年 
 
特別研究員-RPD 
国内の優れた若⼿研究者が出産・育児による研究中断後に円滑に研究現場に
復帰する環境を整備し、研究活動の再開を⽀援する⽬的 
（対象者）博⼠の学位取得者で出産・育児のために 6 週間以上研究活動を中
断した⼈ 
（⽀援内容）研究奨励⾦ ⽉額 362,000円、科学研究費助成事業（特別研究
員奨励費） 
（⽀援期間）3年  

海外特別研究員 
23) 

国内における学術の将来を担う国際的視野に富む有能な研究者を要請・確
保するため、優れた若⼿研究者が海外の特定の⼤学など研究機関で⻑期間
研究に専念できるよう⽀援する 
（対象者）国内の⼤学など学術研究機関に所属する研究者または当該研究者
を志望する⼈、博⼠の学位取得後 5 年未満、⼤学など研究機関の任期の定め
のない常勤研究職の職歴が過去通算して 5 年未満 
（⽀援内容）往復航空券、滞在費・研究活動費 
（⽀援期間）派遣開始⽇から 2 年  

⼆国間交流事業 
（特定国派遣研究
者） 24) 
 

国内の研究者が相⼿国の研究者を訪問し、研究、意⾒交換などを⾏うため
の経費を⽀援（2025 年度はフィンランド、エストニア） 
（対象者）科学研究費補助⾦取扱規程第 2条に規定される研究機関に所属
し、申請⽇時点で科学研究費助成事業の応募資格を持つ常勤研究者または当
該常勤研究者を志望する⼈ 
（⽀援内容）渡航費、滞在費、家族⼿当、宿泊費など 
（⽀援期間）フィンランド：12〜24か⽉、エストニア：6〜12 か⽉ 
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表 12：JSPS における博⼠後期課程学⽣の育成事業 
事業名 若⼿研究者を対象とした事業 

特別研究員 25) 国内の優れた若⼿研究者の研究⽣活の初期において、⾃由な発想のもとに主
体的に研究課題などを選びながら研究に専念する機会を提供し、国内の学術
研究の将来を担う創造性に富んだ研究者の育成に寄与することが⽬的 
特別研究員ｰ DC1 
（対象者）国内の⼤学院博⼠課程後期第 1 年次相当に在学する⼈ 
（⽀援内容）研究奨励⾦ ⽉額 200,000〜230,000円、科学研究費助成事業
（特別研究員奨励費） 
（⽀援期間）3年 
特別研究員-DC2 
（対象者）国内の⼤学院博⼠課程後期第 2 年次以上の年次相当に在学する⼈ 
（⽀援内容）研究奨励⾦ ⽉額 200,000〜230,000円、科学研究費助成事業

（特別研究員奨励費） 
（⽀援期間）2 年 

若⼿研究者海外挑
戦プログラム 26) 

3か⽉（90⽇）〜1 年、海外の研究者と共同して研究に従事する機会を提供
し、将来国際的な活躍が期待できる豊かな経験を持ち合わせた優秀な博⼠後
期課程学⽣の育成に寄与することが⽬的 
（対象者）国内の⼤学院博⼠後期課程に在籍する⼈、本プログラムの採⽤開
始までに連続して 3か⽉以上研究での海外滞在経験がない⼈ 
（⽀援内容）往復航空賃、滞在費・研究活動費 
（⽀援期間）採⽤開始⽇から 3か⽉〜1 年  

 

3.3.3 JST における取り組み 

JST は、医療分野を含む若⼿研究者を対象としたファンディング事業（さきがけ、ACT-X、創
発的研究⽀援事業など）で採択された場合に、個⼈への⽀援もしくは⼤学から⽀援が受けられる
とみられる（表 13）。 

 

3.3.4 厚労科研における取り組み 

厚労科研における令和 6 年度の公募課題においては、ほとんどの課題がフラットな枠組みであ
る⼀般公募型となっているが、このほかに若⼿育成型（満 39歳以下の若⼿研究者）の公募を⾏
っている（現時点では、対象は⾷品分野の 1つの課題が⾒られた）。その課題では採択条件の 1
つに「研究分担者⼜は研究協⼒者として、若⼿研究者・⼥性研究者を研究班に参画させるよう努
めること」と記載されている。 
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「がん対策推進総合研究事業」に採択された研究課題に従事する若⼿研究者に、上記の制度
（本課題の研究に⽀障がない程度（エフォートの 20％が上限）に他の⾃発的な研究活動への実
施を許諾する制度）が適⽤されるのみとみられる（図 2）。 

表 13：JST おける医療分野を含むファインディング事業 27)~33) 

 

図 2：厚労科研おけるファインディング事業 
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4 考察 

4.1 得られた知⾒ 

若⼿研究者⽀援の重要性は、国際的な研究機関の取り組みから明らかにした。国際的にがんに
特化した専⾨的な研究機関はアメリカの NCI と WHO の IARC がある。これらの機関は、若⼿
研究者への⽀援については、単に研究資⾦を供与するだけでなく、若⼿研究者が独⽴した研究者
としてキャリアを積むために必要な⽀援を多⾓的に提供している。具体的には、研究資⾦の提供
に加え、キャリア開発プログラムや専⾨的な研修、国際的な学術交流の機会を提供することによ
り、若⼿研究者の研究活動の質を⾼めるための総合的な⽀援が⾏われている。 

⽇本では、若⼿研究者への多様な⽀援を提供しており、国際的な活躍が期待できる研究育成プ
ロジェクトも取り組まれている。⼀⽅、がん領域の若⼿研究者専⾨に独⽴した⽀援制度は整備さ
れていない。⽇本のがん領域の意欲ある研究者に魅⼒ある研究環境を提供するためには、国際の
がん領域の専⾨機関を参考にして、若⼿研究者がその研究活動を展開しやすいような⽀援制度の
充実が求められる。例えば、がん研究に特化した若⼿研究者向けの研究費の供与だけでなく、キ
ャリアパスの構築に資する研修プログラムや国際的な共同研究の推進、さらには若⼿研究者が独
⽴して研究を⾏うためのネットワーク形成⽀援が重要である。また、研究環境においては、若⼿
研究者が⾃由に研究テーマに取り組むことができる柔軟性を持たせるとともに、研究成果を発信
するためのサポート体制を強化する必要があると考えられる。さらに、国際的な学術交流を促進
するための⽀援や、国外の研究機関との共同研究の機会提供など、グローバルな視点を取り⼊れ
た⽀援が重要である。 
このような多⾓的で包括的な⽀援策を整備することにより、⽇本のがん研究における若⼿研究

者は、より⼀層充実した研究環境の中で、世界的に通⽤する研究成果をあげることができると考
えられる。その結果、⽇本ががん研究分野において国際的に競争⼒を持つ研究拠点となり、研究
者の発展を⽀える基盤が強化されることが期待される。 

 

4.2 限界 

 今回の調査は、公開されているオープンデータに基づいており、詳細な情報が得られない研究
機関もある。将来的には、対象機関に対してアンケート調査やインタビューを⾏うことで、より
多くの情報を収集できると考えられる。 

また、今回の調査対象機関は主要国しかなく、情報の不⼗分の可能性がある。今後引き続き、
調査対象施設を増やし、我が国のがん研究環境を最適化し、国際的かつ融合領域で活躍できる⼈
材の育成に向けた若⼿研究者⽀援策について検討する必要があると考えられる。 

以上 
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